
頁 項

1 実施方針 3 1.7 事業方式

本事業は、公共施設等の管理者等である市が、事業者と締結する本事業に係る契
約（基本契約、建設工事請負契約、開業準備業務委託契約、維持管理業務及び運
営業務に係る協定（以下「指定管理者基本協定」という。）を指し、以下、個別
に又は総称して「事業契約」という。なお、本事業に係る各契約の名称や構成
は、募集要項公表までに変更となる場合がある。）に従い、事業者が施設の設
計・建設から維持管理･運営までを一体で行うDBO(Design Build Operate)方式で
実施する。

本事業は、公共施設等の管理者等である市が、事業者と締結する本事業に係る契
約（基本契約、設計建設工事請負契約、維持管理業務及び運営業務に係る協定
（以下「指定管理者基本協定」という。）を指し、以下、個別に又は総称して
「事業契約」という。なお、本事業に係る各契約の名称や構成は、募集要項公表
までに変更となる場合がある。）に従い、事業者が施設の設計・建設から維持管
理･運営までを一体で行うDBO(Design Build Operate)方式で実施する。

2 実施方針 6 1.12 図Ⅰ-1

【事業契約】の行
仮契約締結
・基本契約
・建設請負契約
・開業準備業務委託契約

【事業契約】の行
仮契約締結
・基本契約
・設計建設請負契約

3 実施方針 7 1.12(2)② 仮契約の締結
基本協定の定めるところにより、市は、事業者との間で基本契約、建設工事請負
契約、開業準備業務委託契約の仮契約を締結する。

基本協定の定めるところにより、市は、事業者との間で基本契約、設計建設工事
請負契約の仮契約を締結する。

4 実施方針 7 1.12(2)③ 議会の議決
各仮契約は、建設工事請負契約の市議会による議決を得て効力を得ることができ
る。

各仮契約は、設計建設工事請負契約の市議会による議決を得て効力を得ることが
できる。

5 実施方針 10 3 表Ⅱ-1

…
令和４年１月上旬　実施方針改訂版及び要求水準書（案）改訂版の公表
…
令和４年７月下旬　第二次審査書類の受付期限

…
令和４年１月下旬　実施方針改訂版及び要求水準書（案）改訂版の公表
…
令和４年７月中旬　第二次審査書類の受付期限

6 実施方針 12 6.1 応募者の構成

構成企業のうち、応募グループを代表する企業を「代表企業」とする。なお、代
表企業は次の要件を満たすこと。
・本事業における応募手続を行うこと。
・事業期間にわたり、SPCに出資し、出資者の中で最大の出資を行うこと。

構成企業のうち、応募グループを代表する企業を「代表企業」とする。なお、代
表企業は次の要件を満たすこと。
・本事業における応募手続を行うこと。
・施設整備業務完了後にあっては、事業期間にわたり、SPCに出資し、出資者の中
で最大の出資を行うこと。

7 実施方針 14 6.2(2)①
設計業務を行う
者

i. 建築物の設計を行う者が、建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項
　 の規定に基づく一級建築士事務所登録を行っていること。
ii. 建築物の設計を行う者が、第一次審査書類の受付締切日までの過去10年以
　　 内に完了した、延べ床面積1,000㎡以上の公共施設又は商業施設の実施設
 　　計の実績を有すること。
iii.桶川市競争入札参加資格者名簿（設計・調査・測量）に登録があること。

i. 建築物の設計を行う者が、建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項
　 の規定に基づく一級建築士事務所登録を行っていること。
ii. 桶川市競争入札参加資格者名簿（設計・調査・測量）に登録があること。
　　なお、建設業務を行う者が設計業務を行う場合は、この限りではない。
iii. 建築物の設計を行う者が、第一次審査書類の受付締切日までの過去10年以
　　 内に完了した、延べ床面積1,000㎡以上の公共施設又は商業施設の実施設
　　 計の実績を有すること。

8 実施方針 23 2 表Ⅳ-4
緑地その他　2,900㎡程度 緑地その他　3,200㎡程度

9 実施方針
添付
資料２

契約関係 （省略） 資料参照

10 実施方針
添付
資料２

市及び事業者の
収入関係

（省略） 資料参照

11 実施方針
添付
資料３

金利リスク （省略） 削除

12 要求水準書(案) 21
2.1(2)

②b

適正使用・
適正処理

　 により、開発に伴う環境負荷の逓減に努めること。

　（平成12年法律第100号グリーン物品購入法）基づき推奨されるものを使用す
　 ることを基本とすること。

　 により、開発に伴う環境負荷の逓減に努めること。
桶川市ゼロカーボンシティ宣言に従い、本事業における二酸化炭素の排出量

　 削減に寄与する取り組みを行うこと。

　（平成12年法律第100号グリーン物品購入法）基づき推奨されるものを使用す
　 ることを基本とすること。

13 要求水準書(案) 21
2.1(2)

②c
周辺環境保全性  　の良好な環境の保全に資する配置計画とすること。

生物多様性などに
　 配慮し、周辺の良好な環境の保全に資する事業計画とすること。

14 要求水準書(案) 28
2.2 (3)

② h
電話設備

 　信できるものとすること。
（物販施

 　設、飲食施設、観光情報提供施設を想定）相互に送受信できるものとするこ
　 と。

15 要求水準書(案) 38 2.4(2)② 諸室要件

【加工所】
主に市内で生産された農畜産物等を加工品として製造する施設

【加工所】
主に市内で生産された農畜産物等を加工品として製造又は調理し、販売する
施設

16 要求水準書(案) 42 3.1(3)②
申請・手続き・
届け出等

　 支障が無いよう実施すること。 　 支障が無いよう実施すること。なお、国敷地は全域、道路法による道路とな
 　るため、国敷地内に建築物を整備する際、道路内建築許可申請が必要とな
　 る。

17 要求水準書(案) 53 7.2(2)
観光物産館の
運営準備

　 物産館にて取り扱う商品を選定すること。 　 物産館にて取り扱う商品を選定すること。新たな商品の開発を行う場合、
　 市内の企業や店舗、生産者等と連携を図ること。

18 要求水準書(案) 53 7.2(3)
加工所の
運営準備

加工所にて
　 取り扱う商品の開発を行うこと。市は、市内の企業や店舗等との連携に
 　おいて、必要な支援を行う。

 　の開発を行い、6次産業化の推進に努めること。市は、市内の企業や店舗等
　 との連携において、必要な支援を行う。

19 要求水準書(案) 70 2.1(2) 表24
【加工所】
市内の産品等を使った加工品を開発し、製造・販売する

【加工所】
市内の産品等を使った加工品を製造又は調理し、販売する

20 要求水準書(案) 72 2.2(4)
観光物産館の
運営

・ 運営準備期間と同様に、市内の企業や店舗、生産者等と連携を図り、
　 定期的な商品開発に努めること。

21 要求水準書(案) 72 2.2(6) 加工所の運営 　 商品開発及び販売を行うこと。  　製造又は調理し、販売を行うこと。

22 要求水準書(案) 78 5.2(1)④
利用料金等の
設定

Ⅳ 1.6（１）を参考に、事業者が提案する金額とすること。 Ⅵ 1.6（１）を参考に、事業者が提案する金額とすること。

23 要求水準書(案) 80 7.1(1)
市が実施するイ
ベントへの協力

市又は市が認めた団体等は、本施設のイベントスペースを利用して地域活性化、
防災訓練等のためのイベント等を開催することがある。市または市が認めた団体
等が地域活性化、防災訓練等のためのイベント等を実施する場合、事業者はイベ
ント等の実施に積極的に協力するものとする。

市又は市が認めた団体等は、本施設のイベントスペースを利用して地域活性化、
防災訓練等のためのイベント等を開催することがある。市または市が認めた団体
等が地域活性化、防災訓練等のためのイベント等を実施する場合、事業者はイベ
ント等の実施に積極的に協力するものとする。なお、道の駅において市が主体と
なり実施を想定するイベントは現段階においては「桶川べに花まつり」である
が、今後、イベントは増える可能性があるものとする。
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